
第

一

欄

第

二

欄

教
育
課
程
及
び
指
導
法

に
関
す
る
科
目
の
う
ち

保
育
内
容
の
指
導
法

保
育
内
容
に
関
す
る
科

目

教
育
課
程
及
び
指
導
法

に
関
す
る
科
目
の
う
ち

教
育
課
程
の
意
義
及
び

編
成
の
方
法

教
育
課
程
一
般
に
関
す

る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法

に
関
す
る
科
目
の
う
ち

教
育
の
方
法
及
び
技
術

（
情
報
機
器
及
び
教
材

の
活
用
を
含
む
。）

教
育
の
方
法
及
び
技
術

（
情
報
機
器
及
び
教
材

の
活
用
を
含
む
。）に
関

す
る
科
目

平成˜š年š月™�日 火曜日 第š—Ÿ™号官 報
十
五

小
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る

場
合
の
教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
係
る

各
教
科
の
指
導
法
の
単
位
の
う
ち
、
生
活
の
教
科
の
指

導
法
の
単
位
に
あ
つ
て
は
二
単
位
ま
で
、
特
別
活
動
の

指
導
法
の
単
位
に
あ
つ
て
は
一
単
位
ま
で
、
保
育
内
容

の
指
導
法
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

改
正
後
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
の
表

備
考
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
小
学

校
又
は
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
八
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
認
定
課
程
に
お
い
て
修
得
し
た
教
職
に
関

す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の

単
位
に
つ
い
て
は
、
第
一
欄
に
掲
げ
る
教
職
に
関
す
る

科
目
の
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。（

法
第
二
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
訓
練
）

第
十
五
条

法
第
二
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
訓
練
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

道
路
等
の
通
行
又
は
横
断
、
階
段
又
は
扉
等
へ

の
対
応
、
公
共
施
設
又
は
交
通
機
関
等
の
利
用
そ

の
他
の
視
覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者
の
安
全
な

通
行
等
に
必
要
と
な
る
行
動
に
関
す
る
訓
練

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
三
号

国
立
教
育
会
館
法（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

の
廃
止
に
伴
い
、
国
立
教
育
会
館
の
業
務
方
法
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
及
び
国
立
教
育
会
館
の
財
務

及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

町
村

´
孝

国
立
教
育
会
館
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
定
め
る
省
令
及
び
国
立
教
育
会
館
の
財
務
及

び
会
計
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

国
立
教
育
会
館
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十

九
号
）

二

国
立
教
育
会
館
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
号
）

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
一

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
身
体
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
の

二
第
六
項
、
第
二
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
及
び

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
及
び
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
の
三
を
第
一
条
の
四
と
し
、
第
一
条
の
二
を

第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

法
第
四
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
訓
練
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
訓
練
は
、
点
字
、
手
話
、
歩

行
及
び
発
声
の
訓
練
、残
存
視
力
を
活
用
す
る
訓
練
、

人
工
肛
門
又
は
人
工
膀
胱
を
使
用
し
て
い
る
者
に
対

す
る
社
会
適
応
訓
練
、
家
事
の
訓
練
並
び
に
福
祉
用

具
及
び
情
報
機
器
を
使
用
す
る
訓
練
等
と
す
る
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
四
十
五
条

盲
導
犬
訓
練
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
長

二

医
師

三

看
護
婦

四

獣
医
師

五

訓
練
指
導
員

（
職
員
の
資
格
要
件
）

第
四
十
六
条

施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以

上
従
事
し
た
者
又
は
盲
導
犬
訓
練
施
設
の
施
設
長
と

し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

訓
練
指
導
員
は
、
盲
導
犬
の
訓
練
等
に
関
す
る
相

当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
健
康
管
理
）

第
四
十
七
条

入
所
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て

健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
四
十
八
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
盲
導
犬
訓
練
施

設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

盲
導
犬
を
安
全
か
つ
効
果
的
に
利
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
盲
導
犬
を
利
用
す
る
予
定
の
視

覚
障
害
の
あ
る
身
体
障
害
者（
次
項
に
お
い
て「
利

用
予
定
者
」
と
い
う
。）と
と
も
に
行
う
通
行
等
に

関
す
る
訓
練

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訓
練
は
、
利
用
予
定
者
の

障
害
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
十
分

配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条

削
除

第
二
十
二
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
三
十

三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
る
。

（
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
章

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

（
第
四
十
四
条
e

第
四
十
七
条
）」を
「
第
八
章

盲
導

第
九
章

視
聴

犬
訓
練
施
設
（
第
四
十
四
条
e

第
四
十
八
条
）

覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
（
第
四
十
九
条
e

第
五
十
二

条
）」に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
四
条
か

ら
第
四
十
六
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
七
章
の
次
に
次
の
一
章

を
加
え
る
。

第
八
章

盲
導
犬
訓
練
施
設

（
設
備
の
基
準
）

第
四
十
四
条

盲
導
犬
訓
練
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
盲
導
犬
訓
練
施
設
の
効
果
的
な
運
営
を
期

待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
盲
導

犬
訓
練
施
設
が
行
う
訓
練
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、

次
の
各
号
（
第
十
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
設
備
の
一

部
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

居
室

二

食
堂

三

浴
室

四

洗
面
所

五

便
所

六

調
理
室

七

洗
濯
室

八

事
務
室

九

相
談
室

十

犬
舎

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
こ
と
。

一

居
室

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
二
人
以
下
と
す
る
こ

と
。

ロ

地
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ハ

入
所
者
（
盲
導
犬
の
利
用
に
必
要
な
訓
練
を

受
け
る
た
め
に
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
入
所
又
は

通
所
す
る
者
を
い
う
。
第
四
十
七
条
に
お
い
て

同
じ
。）一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備

等
を
除
き
、
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
こ
と
。

ニ

一
以
上
の
出
入
口
は
、避
難
上
有
効
な
空
地
、

廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ
と
。

二

相
談
室

室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の

間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

三

犬
舎

イ

清
潔
を
保
ち
、
犬
の
運
動
及
び
排
せ
つ
の
場

所
を
備
え
る
こ
と
。

ロ

犬
の
飼
育
及
び
健
康
管
理
等
に
必
要
な
機
械

器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
盲
導
犬
訓
練

施
設
は
、
犬
の
訓
練
等
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

š


